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-問事墳1国民健ま保廣キの課税限度額にっいて

当ほ議会は, 木七国民健廣保浪税の誤税限度額の状捉及び地方印

法施行合の改f , また課税眼度額改定による影響額などにっいて.n

からの⑤明をまけ番議をゼった。

審議の結果, 税資担の公平性の観/'Aからお斤巧者への負担軽減の

措置がすでに講じられていること, またぎ民越泰保廉税の課税限度

額を定める地方税法力あど令が改にされたこと&びね市の状況に鑑み

て, 本ボs民健康ぼ策をの課税阪度額につ'、て, 諮問のとおり医掠分

m�額を540,000円から5 S 0,000円に改ボれる二とは妥よとモえる,,
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諮問事項2 同民健康保険税の改定について

ち黑議会は, 本ホ及び他市の国民健康保険キをの状況及び東京都から

夕された標準保険料'率のボ祝, また■民健康保険税の改定による影響

額などについて, 市力、らの説明を受け審議をピった。

客義の結果, 被ぜ険者に与える影響を考慮し, 今後20年程度の時

ぼをかけ, 3かごルの見直しにより, 木市のミ民健康保険税を東京都

から示される標準保険料率にしていく税改定は妥まと考える。

なお, 市の役割として示されている医療費の速上化, 収納盡の'"J上

及び疾病ウ防や重症化チ防のための保健事業の実施等をさらに強化

し, 国民健康保険制度の安定的なま営を確保するごと。


